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１ 次年度の会費（保険料）について 

 （１） 次年度の会費（保険料）は、下記のとおりとなります。           

                    

  〇【学童の部】１人につき４００円    ＊変更なし 

 

〇【ＰＴＡの部】１世帯につき２００円 ⇒ １９５円 

 

  〇【賠責の部】ＰＴＡのみタイプ 児童・生徒１人につき１０円 ⇒ １８円 

 

〇【賠責の部】ＰＴＡ＋子ども 24時間タイプ ４００円  ＊変更なし 

 

（２） 加入期間、５月１日加入から適応になります。 

   （３月１５日加入継続書類発送、４月２０日締め切り分から） 
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